
平成２６年８月１日発行                                                 

特殊特殊特殊特殊詐欺被害の状況詐欺被害の状況詐欺被害の状況詐欺被害の状況    

        最近、管内で特殊詐欺による被害及び未遂事案が発生しています。 

特殊詐欺とは特殊詐欺とは特殊詐欺とは特殊詐欺とは                      （稚内警察署） 

  面識のない不特定多数の者に対し、電話等を用いて、対面することなく金品をだ

まし取る詐欺の総称で、具体的には下記のとおりです。 

振り込め詐欺（オレオレ詐欺・架空請求詐欺・融資保証金詐欺・還付金詐欺）、 

金融商品などの取引を名目とした詐欺、                  

異性交際あっせんを名目とした詐欺、                   

ギャンブル必勝法等の情報提供を名目とした詐欺 

  平成２５年中、道内の振り込め詐欺などの                   

認知件数は  ２１７件                       

被害総額は  約８億８，０００万円 でした。               

特に高齢者（６５歳以上）の被害が多く、被害の６割を占めています。 

また現金書留以外で、現金を送ることはできません。儲け話やトラブル解決名目

で代金を請求するなどの電話があったら、「一人で決めない・すぐに対応しない」「一人で決めない・すぐに対応しない」「一人で決めない・すぐに対応しない」「一人で決めない・すぐに対応しない」

ことが重要です。                             

すぐに稚内警察署稚内警察署稚内警察署稚内警察署電話電話電話電話２４－０１１０２４－０１１０２４－０１１０２４－０１１０へ相談してください。 

 

☆☆☆ 無料法律相談の活用を！ ☆☆☆ 

稚内市は「無料法律相談」を毎月１回実施しています。 

相談時間は午前１１時から午後３時までです。（相談時間は 1人２５分） 

事前申し込みが必要ですので、相談を希望される方は下記までご連絡下さい。 

【実施日】【実施日】【実施日】【実施日】９９９９月月月月２１２１２１２１日日日日  ・・・・ １０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日    ・・・・    １１月９日１１月９日１１月９日１１月９日 

稚内市生活衛生課生活衛生グループ稚内市生活衛生課生活衛生グループ稚内市生活衛生課生活衛生グループ稚内市生活衛生課生活衛生グループ    電話（直通）２３－電話（直通）２３－電話（直通）２３－電話（直通）２３－６４９７６４９７６４９７６４９７ 

 

 

 

稚内市消費者被害防止連絡会ニュース稚内市消費者被害防止連絡会ニュース稚内市消費者被害防止連絡会ニュース稚内市消費者被害防止連絡会ニュース    No．．．．29 

[事務局]  

稚内市消費者センター 

稚内市中央 4 丁目 16－2 

稚内市保健福祉センター2 階 

電話 0162－23－4133 



相談事例（稚内市消費者センター） 

ワンクリック請求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 相 談 内 容 】 

スマートホンでネットを見てい

た。ネットの広告からアダルト動画

サイトに入り年齢確認画面をクリッ

クすると登録完了となり、高額な請

求額の画面になった。慌ててすぐに

画面を消した。翌日スマートホンを

見ると、登録完了となっていて、請

求額は通常３１万円で１８０日見れ

るが、３日以内に精算をすると９万

９千５百円となり、クーリング・オ

フは出来ないと言うことが書いてあ

った気がする。支払先は載っていな

かったと思うが、支払わなければな

らないのか。もしくはスマートホン

の請求に合わせて請求されるのか。 

【 対 処・結 果 】 

 相談者に確認したところ、高額な

請求画面になったサイト先へは、メ

ールも電話もしていないとのことだ

った。サイトにアクセスしただけで

は申込みしたことにはならず、契約

が成立しているとは考えられないこ

と。また、電子消費者契約法による

無効を主張できる旨説明。ワンクリ

ック請求と思われるため、支払う必

要はない。スマートホンの請求でも

合わせて請求されることはないと思

われる。これからもそのサイトへの

連絡は一切せず、個人情報を教えな

い事。万が一、今後何かあったら、

再度相談するよう助言した。 

ワンポイントアドバイス 

・不用意にアクセスやクリックをしない 

・あわてて相手業者に連絡しない 

  相手に電話をしたり、確認メールを送ったりすると、自分の連絡先を伝えて

しまいます。パソコンのＩＰアドレス、携帯電話の個体識別番号から個人情

報は分かりません。 

・利用料金の請求を受けても、言われるままに支払わない 

  クリックしただけで、直ちに契約は成立しないので、落ち着いて対応してく

ださい。 


